
第 55回定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

計算書類に係る会計監査人の監査報告書

監査等委員会の監査報告書

（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

上記事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、イン
ターネット上の当社ウェブサイト (http://www.ncd.co.jp/) に掲載
することにより株主の皆様に提供しております。
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連結注記表
＜連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞
1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数
６社
連結子会社の名称
ＮＣＤテクノロジー株式会社
株式会社ゼクシス
天津恩馳徳信息系統開発有限公司
East Ambition株式会社
ＮＣＤプロス株式会社
矢野産業株式会社
連結範囲の変更
当連結会計年度より、矢野産業株式会社の株式取得に伴い同社を連結の範囲に含めております。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、天津恩馳徳信息系統開発有限公司の決算日は、12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
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② たな卸資産
商品及び製品
主に総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕掛品
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１
日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 10～34年
工具、器具及び備品 ５～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、市場販売目的のソフトウェアについては、経済的耐用年数（３年）に基づく定額法に

よっております。
自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 株式報酬引当金
取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度による当社株式の交付に備えるた

め、役員規程に基づき、株式の支給見込額を計上しております。
④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
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（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、
期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、翌連結会計年度に一括費用処理することとしております。
過去勤務費用については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウェアの計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）
その他のもの
検収基準

（6）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
② のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、４年間の均等償却を行っております。

＜連結貸借対照表に関する注記＞
1. 担保に供している資産 現金及び預金 67,000千円

建物及び構築物 13,437千円
土地 112,287千円
投資有価証券 13,121千円

計 205,846千円

上記に対応する債務 短期借入金 400,001千円
１年内返済予定の長期借入金 30,000千円
長期借入金 15,000千円

計 445,001千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 925,255千円
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＜連結損益計算書に関する注記＞
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

(単位：千円)
場 所 用 途 種 類 減 損 損 失

東京都 他 駐輪場（７件）
リース資産 38,218

工具、器具及び備品 410
東京都 店舗 その他 897

当社グループは、管理会計上の事業区分に基づく事業部門単位をキャッシュ・フローを生み出す最小単位と
しており、パーキングシステム部門においては各駐輪場施設単位・各店舗単位としております。
上記の資産については、当初に想定した収益が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（39,526千円）として特別損失に計上いたしました。
なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.7％で割り引

いて算定しております。

＜追加情報＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、売上高減少等の影響が生じております。
現時点では、業績への影響は第１四半期中に経済活動が徐々に回復に向かい、第２四半期には緩やかな回

復、第３四半期以降は概ね通常の業績に回復するという一定の仮定のもと、固定資産の減損損失の判定等を行
い会計上の見積りを会計処理に反映させております。

＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 8,800,000株

2. 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配 当 金 の
総 額

１ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2019年５月14日
取締役会 普通株式 55,589千円 ７円00銭 2019年３月31日 2019年６月24日

2019年10月28日
取締役会 普通株式 55,589千円 ７円00銭 2019年９月30日 2019年12月３日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配 当 の
原 資

配当金の
総 額

１ 株
当 た り
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2020年５月22日
取締役会 普通株式 利益剰余金55,589千円 ７円00銭 2020年３月31日 2020年６月30日
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＜金融商品に関する注記＞
1. 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、主に銀行等金融機関からの借入に

より資金を調達しております。投機的な取引は行わない方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に従い、リスクの軽減を図っており

ます。投資有価証券である株式及び債券は、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しておりま
す。
買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金及び設備投資に係る資金調

達であります。このうち、金利の変動リスクに晒されている変動金利の借入金は、短期的な資金調達
手段として利用しております。また、流動性リスクに晒されている営業債務や借入金は、月次に資金
繰計画を作成・更新することにより管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額 時 価 差 額

① 現金及び預金 2,610,806 2,610,806 -
② 受取手形及び売掛金 2,782,706 2,783,148 442
③ 投資有価証券

満期保有目的の債券 303,929 274,490 △ 29,439
投資有価証券（その他有価証券） 113,563 113,563 -

④ リース債権及びリース投資資産 2,208,003 2,134,015 △ 73,988
資 産 計 8,019,009 7,916,024 △ 102,984

① 買掛金 812,272 812,272 -
② 短期借入金 907,301 907,301 -
③ 長期借入金 115,000 111,580 △ 3,419
④ リース債務 2,688,872 2,615,548 △ 73,324

負 債 計 4,523,446 4,446,702 △ 76,744
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
① 現金及び預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
② 受取手形及び売掛金

これらの時価については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リ
スクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
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③ 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関

から提示された価格によっております。
④ リース債権及びリース投資資産

これらの時価については、リース料債権ごとに将来キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リ
スクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。
なお、流動資産のリース債権及びリース投資資産を含めて表示しております。

負債
① 買掛金及び② 短期借入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

③ 長期借入金及び④ リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定

される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
なお、長期借入金には１年内返済予定の長期借入金、リース債務には流動負債のリース債務をそれぞ

れ含めて表示しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（連結貸借対照表計上額19,144千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、「③ 投資有価証券」には含めておりません。

＜１株当たり情報に関する注記＞
1. １株当たり純資産額 490円66銭

2. １株当たり当期純利益 81円62銭
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個別注記表
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式

移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
①商品及び製品

主に総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
②仕掛品
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降
取得した建物附属設備及び構築物については定額法）
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10～34年
工具、器具及び備品 ５～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、市場販売目的のソフトウェアについては、経済的耐用年数（３年）に基づく定額法によって

おります。
自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）株式報酬引当金
取締役及び執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度による当社株式の交付に備えるため、役員

規程に基づき、株式の支給見込額を計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、翌事業年度に一括費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウェアの計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）
その他のもの
検収基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

（2）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。
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＜貸借対照表に関する注記＞
1. 担保に供している資産 現金及び預金 67,000千円

建物 13,437千円
土地 112,287千円
投資有価証券 4,030千円

計 196,755千円

上記に対応する債務 短期借入金 400,001千円
１年内返済予定の長期借入金 30,000千円
長期借入金 15,000千円

計 445,001千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 873,263千円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 33,435千円
短期金銭債務 53,955千円
長期金銭債務 7,728千円

＜損益計算書に関する注記＞
1. 関係会社との取引高 営業収益 19,593千円

営業費用 579,959千円
営業外収益 2,487千円

2. 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、East Ambition株式会社の株式に係る評価損であります。

3. 減損損失
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

(単位：千円)
場 所 用 途 種 類 減 損 損 失

東京都 他 駐輪場（７件）
リース資産 38,218

工具、器具及び備品 410
東京都 店舗 ソフトウェア 897

当社は、管理会計上の事業区分に基づく事業部門単位をキャッシュ・フローを生み出す最小単位としてお
り、パーキングシステム部門においては各駐輪場施設単位・各店舗単位としております。
上記の資産については、当初に想定した収益が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（39,526千円）として特別損失に計上いたしました。
なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.7％で割り引

いて算定しております。
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＜追加情報＞
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、売上高減少等の影響が生じております。
現時点では、業績への影響は第１四半期中に経済活動が徐々に回復に向かい、第２四半期には緩やかな回

復、第３四半期以降は概ね通常の業績に回復するという一定の仮定のもと、固定資産の減損損失の判定等を行
い会計上の見積りを会計処理に反映させております。

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞
当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 858,632株

＜税効果会計に関する注記＞
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 401,791千円
賞与引当金 149,995千円
減損損失 43,862千円
資産除去債務 37,984千円
未払社会保険料 25,512千円
その他 154,888千円

繰延税金資産小計 814,035千円
評価性引当額 △100,107千円

繰延税金資産合計 713,927千円

繰延税金負債
有形固定資産 △15,472千円
その他 △5,652千円

繰延税金負債合計 △21,124千円
繰延税金資産の純額 692,802千円

＜１株当たり情報に関する注記＞
1. １株当たり純資産額 427円23銭

2. １株当たり当期純利益 62円98銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月29日
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 横 内 龍 也 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 野 原 徳 郎 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の

2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月29日
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 横 内 龍 也 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 野 原 徳 郎 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社

の2019年４月１日から2020年３月31日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第55期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしま
した。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子
会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報
告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　 会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月29日
日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 監査等委員会

監査等委員 和津田 保 ㊞
監査等委員 中 山 かつお ㊞
監査等委員 奥 野 滋 ㊞
監査等委員 圓 角 健 一 ㊞

（注）監査等委員の中山かつお、奥野滋、及び圓角健一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であり
ます。

以 上
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